
発行元：
山口労務経営管理事務所 山口正裕

〒151-0053

東京都渋谷区代々木２－２３－１

ニューステイトメナー１０６３

Tel ： 03（4590）0377 Fax ： 020（4664）7050

Vol.205ＣommunityTIMESY – O F F I C E

法 改 正 情 報 （改正があった労働・社会保険関連法や人事労務管理のポイントです）

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

山口労務経営管理事務所 4月号
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令和6年

● 介護の両立支援と積立有給休暇制度 ― 積立有給休暇制度とは

介護離職防止は、企業にとって今後ますます重要な施策となります。経団連の調査によると、企業が介護との両立

支援策として育児・介護休業法に規定されている項目以外で導入している制度や仕組みとしては、下記のようなもの

が多いとのことです（複数回答）。

● テレワーク（在宅勤務） 80.1％

● 介護を事由に取得できる休暇（失効年休の積立休暇など） 73.3％

● 所定労働時間内の一時的な離席（時間単位年次休暇の利用などを含む） 58.8％

● 相談窓口の設置 52.2％

● 介護をしている社員の人事異動・転勤についての配慮 50.4％

● 本人の希望による職掌・雇用形態の変更 27.3％

1.積立有給休暇制度

これらのうち、２番目に導入割合の高い積立有給休暇制度は、取得しなければ通常２年で時効消滅してしまう年

次有給休暇を、一定期間積み立てておけるようにする制度です。法定の制度ではないので、企業により名称や取り

組み方も様々ですが、そのメリットは、なんといっても人材採用・定着が有利になることです。

多様な働き方を支援することで自社のイメージアップを図り、従業員エンゲージメントを向上させたいのであれば

ぜひ導入を検討すべきです。

2.制度検討時のポイント

制度導入にあたっては、業務の調整や人員のやりくりに支障が出ないよう、次の点を検討しましょう。

● 積立有休の取得用途に制限を設ける{介護・病気療養・ボランティア活動など}

● １年度あたりの積立て可能日数の上限を設ける（５日など）

● 最大積立日数も上限を設ける（30日、60日など）

● 積み立てた有休に有効期限を設ける（２年など）

● 連続で取得可能な日数に制限を設ける

● 退職の際の取扱いを決める（退職時に取得可能とするか、買い取るかなど）

このほか、就業規則への記載や申請書の整備も必要となるほか、実際に使える制度とするためには、運用ルール

を明確にし、従業員にきちんと周知する、取得しやすい環境をつくるということも重要です。

■ 【経団連「2023年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」】

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/006.pdf
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10日

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

15日

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出［市区町村］

30日

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、１月～３月分＞［労働基準監督署］

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付［都道府県・市町村］

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第1期＞［郵便局または銀行］

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間

（4月1日から20日または第1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間）

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

 4月の税務と労務の手続 （提出先・納付先）

 トピック （最近の記事の中から労務管理上注目すべき情報を抜粋しました）
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● ＵＡゼンセン春闘１次集計結果 パートの賃上げ率が正社員を上回る（3/15）

13日、春闘の集中回答日を迎え、多くの企業で労働組合からの賃上げ要求に高水準の回答が相次いだ。短時間組合員が

全体の６割を占めるＵＡゼンセンは14日、１次集計結果として、パートタイマー１人当たりの賃上げ率がベアや定期昇給を含め

て過去最高の6.45％と発表した。一方、正社員の定期昇給を含む賃上げ率は5.91％で、８年連続でパートの賃上げ率が上

回った。


